
平成˜œ年˜™月™™日 月曜日 (号外第™ ˜号)官 報
三
十

第
二
十
九
規
則
の
表
題
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
九
規
則

第
十
四
条
\
、
^
又
は
_

の
規
定
に
従
つ
て
取
り
下

げ
ら
れ
た
と
み
な
さ
れ
る

国
際
出
願

三
十
一

29.1
ç
を
削
り
29.1
æ
を
29.1
に
改
め
る
。

三
十
二

32.1
の
表
題
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

32.1

承
継
国
に
対
す
る
国
際
出
願
の
効
果
の
適
用

三
十
三

32.1
æ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

æ

国
際
出
願
日
が
ç
に
定
め
る
期
間
内
に
あ
る
国

際
出
願
の
効
果
は
、
自
国
の
独
立
の
前
に
お
い
て

そ
の
領
域
が
、
当
該
国
際
出
願
で
指
定
さ
れ
た
締

約
国
で
あ
つ
て
後
に
消
滅
し
た
国（「
先
行
国
」）の

領
域
の
一
部
で
あ
つ
た
国（「
承
継
国
」）に
つ
い
て

適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
承
継
国
が

条
約
を
適
用
す
る
旨
の
継
続
の
宣
言
を
事
務
局
長

に
寄
託
す
る
こ
と
に
よ
り
締
約
国
に
な
つ
た
場
合

に
限
る
。

三
十
四

32.1
è
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

è

出
願
日
が
ç
に
該
当
す
る
期
間
内
に
あ
り
そ
の

効
果
が
承
継
国
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
国
際
出
願

に
つ
い
て
の
情
報
は
、
国
際
事
務
局
に
よ
り
公
報

に
掲
載
さ
れ
る
。

三
十
五

32.1
é
を
削
る
。

三
十
六

32.2
æ
中
の「
適
用
の
請
求
が
行
わ
れ
る
」を
、「
国

際
出
願
の
効
果
が
承
継
国
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
」
に

改
め
る
。

三
十
七

32.2
æ
@

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

@

承
継
国
に
つ
い
て
第
二
十
二
条
又
は
第
三
十

九
条
\
に
規
定
す
る
期
間
は
、
32.1
è
の
規
定
に

よ
る
情
報
の
公
開
の
日
か
ら
少
な
く
と
も
六
箇

月
を
経
過
す
る
ま
で
延
長
す
る
。

三
十
八

32.2
ç
を
削
り
、
è
を
ç
と
し
、
ç
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

ç

承
継
国
は
、
æ
@

に
定
め
る
期
間
よ
り
も
遅
い

時
に
満
了
す
る
期
間
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

国
際
事
務
局
は
、
こ
の
期
間
に
関
す
る
情
報
を
公

報
に
掲
載
す
る
。

三
十
九

36.1
A

の
次
に
B

と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

B

国
内
官
庁
又
は
政
府
間
機
関
は
、
国
際
予
備

審
査
機
関
と
し
て
選
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

四
十

第
四
十
三
規
則
の
次
に
第
四
十
三
規
則
の
二
と
し

て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
四
十
三
規
則
の
二

国
際
調
査
機
関
の
書

面
に
よ
る
見
解

43の2.1

書
面
に
よ
る
見
解

æ

69.1(bの2)
の
規
定
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
国
際

調
査
機
関
は
、国
際
調
査
報
告
の
作
成
と
同
時
に
、

次
の
事
由
に
つ
い
て
、
書
面
に
よ
る
見
解
を
作
成

す
る
。

ü

請
求
の
範
囲
に
記
載
さ
れ
て
い
る
発
明
が
新

規
性
を
有
す
る
も
の
、
進
歩
性
を
有
す
る
も
の

（
自
明
の
も
の
で
は
な
い
も
の
）
及
び
産
業
上

の
利
用
可
能
性
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る

か
ど
う
か
。

@

国
際
出
願
が
、
当
該
国
際
調
査
機
関
の
点
検

し
た
範
囲
内
で
条
約
及
び
こ
の
規
則
に
定
め
る

要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
。

書
面
に
よ
る
見
解
に
は
、
規
則
に
定
め
る
他
の
意

見
を
付
す
る
。

ç

書
面
に
よ
る
見
解
の
作
成
に
当
た
つ
て
は
、
第

三
十
三
条
]
か
ら
a
、
第
三
十
五
条
]
及
び
^
、

43.4
、
第
六
十
四
規
則
、
第
六
十
五
規
則
、
66.1
ê
、

66.7
、
第
六
十
七
規
則
、
70.2
ç
及
び
é
、
70.3
、70.4
@

、

70.5
æ
、
70.6
か
ら

70.10
、

70.12
、

70.14
並
び
に

70.15
æ
の
規
定

を
準
用
す
る
。

è

書
面
に
よ
る
見
解
に
は
、
国
際
予
備
審
査
の
請

求
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
見
解
は
、

66.1の2
ç

の
規
定
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、

66.1の2
æ
の
規

定
に
よ
り
、
66.2
æ
の
規
定
の
適
用
上
国
際
予
備
審

査
機
関
の
書
面
に
よ
る
見
解
と
み
な
さ
れ
る
旨
、

並
び
に
こ
の
場
合
に
は
、

54の2.1
æ
に
規
定
す
る
期
間

の
満
了
前
に
当
該
機
関
に
対
し
答
弁
書
及
び
、
適

当
な
場
合
に
は
、
補
正
書
を
提
出
す
る
こ
と
を
出

願
人
に
求
め
る
旨
の
通
知
を
含
め
る
。

四
十
一

第
四
十
四
規
則
の
表
題
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

第
四
十
四
規
則

国
際
調
査
報
告
、
書
面
に

よ
る
見
解
の
送
付
等

四
十
二

44.1
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

44.1

報
告
又
は
宣
言
及
び
書
面
に
よ
る
見
解
の
写
し

国
際
調
査
機
関
は
、
国
際
調
査
報
告
及
び

43の2.1
の
規
定

に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
書
面
に
よ
る
見
解
又
は
第
十
七

条
]
æ
の
宣
言
を
国
際
事
務
局
及
び
出
願
人
に
各
一
通

同
一
の
日
に
送
付
す
る
。

四
十
三

第
四
十
四
規
則
の
次
に
第
四
十
四
規
則
の
二
と

し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
四
十
四
規
則
の
二

国
際
調
査
機
関
に
よ

る
特
許
性
に
関
す
る

国
際
予
備
報
告

44の2.1

報
告
の
作
成
、
出
願
人
へ
の
送
付

æ

国
際
予
備
審
査
報
告
が
作
成
さ
れ
た
場
合
又
は

作
成
さ
れ
る
予
定
の
場
合
を
除
き
、
国
際
事
務
局

は
、
国
際
調
査
機
関
に
代
わ
つ
て
、

43の2.1
æ
に
規
定

す
る
事
項
に
つ
い
て
の
報
告
（
第
四
十
四
規
則
の

二
に
お
い
て
「
報
告
」
と
い
う
。）を
作
成
す
る
。

報
告
は
、

43の2.1
の
規
定
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
書
面

に
よ
る
見
解
と
同
一
の
内
容
と
す
る
。

ç

報
告
に
は
「
特
許
性
に
関
す
る
国
際
予
備
報
告

（
特
許
協
力
条
約
第
一
章
）」と
い
う
表
題
及
び
第

四
十
四
規
則
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
国
際
調
査
機

関
に
代
わ
つ
て
国
際
事
務
局
に
よ
り
作
成
さ
れ
た

旨
の
表
示
を
付
す
。

è

国
際
事
務
局
は
、
æ
に
基
づ
い
て
作
成
す
る
報

告
を
一
通
、
速
や
か
に
出
願
人
に
送
付
す
る
。

44の2.2

指
定
官
庁
へ
の
送
達

æ

国
際
事
務
局
は
、

44の2.1
の
規
定
に
基
づ
き
報
告
が

作
成
さ
れ
た
場
合
に
は
、

93の2.1
の
規
定
に
従
い
報
告

を
各
指
定
官
庁
に
送
達
す
る
。
た
だ
し
、
優
先
日

か
ら
三
十
箇
月
を
経
過
す
る
前
で
あ
つ
て
は
な
ら

な
い
。

二
十
八

26.2
の
次
に

26.2の2
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

26.2の2

第
十
四
条
\
æ
ü
及
び
@

に
規
定
す
る
要
件
の
点

検æ

二
人
以
上
の
出
願
人
が
あ
る
場
合
に
は
、
国
際

出
願
が
少
な
く
と
も
出
願
人
の
う
ち
の
一
人
に
よ

り
署
名
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
第
十
四
条
\
æ
ü

の
規
定
の
適
用
上
、
十
分
な
も
の
と
す
る
。

ç

二
人
以
上
の
出
願
人
が
あ
る
場
合
に
は
、
4.5
æ

@

及
び
A

に
規
定
す
る
表
示
が
、
少
な
く
と
も
出

願
人
の
う
ち
の
一
人
で
あ
つ
て
19.1
の
規
定
に
基
づ

き
受
理
官
庁
に
国
際
出
願
を
す
る
資
格
を
有
す
る

者
に
つ
い
て
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
第
十
四
条
\

æ
@

の
規
定
の
適
用
上
、
十
分
な
も
の
と
す
る
。

二
十
九

27.1
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

27.1

手
数
料

æ

第
十
四
条
^
æ
の
規
定
の
適
用
上
、「
第
三
条
_

B

に
い
う
所
定
の
手
数
料
」
と
は
、
送
付
手
数
料

（
第
十
四
規
則
）、
国
際
出
願
手
数
料

(15.1)
、
調
査

手
数
料
（
第
十
六
規
則
）
及
び
、
該
当
す
る
場
合

に
は
、
後
払
手
数
料

(16の2.2)
を
い
う
。

ç

第
十
四
条
^
æ
及
び
ç
の
規
定
の
適
用
上
、「
第

四
条
]
に
い
う
所
定
の
手
数
料
」
と
は
、
国
際
出

願
手
数
料

(15.1)
及
び
、
該
当
す
る
場
合
に
は
、
後
払

手
数
料

(16の2.2)
を
い
う
。
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